[bookmark: _Hlk225327475][bookmark: _Hlk225327312]参考様式第１

令和　　年　　月　　日

愛媛県知事　　　　　　　様

住所
連携体代表者名
代表者職氏名　　　　　　　　　　　㊞
担当者
連絡先

令和８年度すご味・すごモノ販路開拓共創補助金　事業提案書

標記補助金について、募集要領に基づき、下記のとおり事業提案書を提出します。

記
１　事業名

２　提案の概要
※提案事業の概要を簡潔に記載してください。

３　現状の課題
[bookmark: _Hlk230285357]※すご味・すごモノ企業等が抱える課題、又は本事業により対応を図ろうとする課題を記載してください。

４　提案のポイント
※本事業の特徴、独自性、工夫した点等を記載してください。

５　期待される効果
※すご味・すごモノを始めとした県産品の販売拡大への効果等を記載してください。

６　対象分野
※該当する分野に○を付してください（複数可）。
(1)商品開発・テストマーケティング
(2)展示会・フェア等への出展
[bookmark: _Hlk230620793](3)販売促進活動（販路開拓、ブランディング等）
(4)各種認証等の取得（販路拡大のための規格・認証等の取得）
(5)課題解決・社会貢献（廃棄物、副産物の利活用等）
(6)前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める分野又は取組
(7) その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


参考様式２

令和８年度すご味・すごモノ販路開拓共創補助金　事業計画書

１　事業名


２　事業目的
※本事業により何を目指すのか、すご味・すごモノ企業等にどのような効果をもたらすのかを記載してください。


３　事業内容
※実施する取組内容や取組の進め方を具体的に記載してください。


４　実施体制
※代表者及び構成員の役割分担を記載してください。


５　連携の内容
※多様な主体がどのように連携し、どのような相乗効果を見込むかを記載してください。





参考様式３
令和８年度すご味・すごモノ販路開拓共創補助金　収支計画書

１　収入の部
	区分
	金額(円)
	備考

	補助金
	
	

	自己負担金
	
	

	その他収入
	
	

	合計
	
	



２　支出の部
	経費区分
	内容
	総事業費
(税込・円)
	補助対象経費
(税抜・円)
	補助対象外
経費(円)
	うち消費税及び地方消費税相当額(円)
	備考

	広報・啓発費
	
	
	
	
	
	

	委託・外注費
	
	
	
	
	
	

	専門家経費
	
	
	
	
	
	

	旅費・交通費
	
	
	
	
	
	

	使用料及び
賃借料
	
	
	
	
	
	

	データ購入・ソフトウェア導入費
	
	
	
	
	
	

	安全対策費
	
	
	
	
	
	

	消耗品費
	
	
	
	
	
	

	備品費
	
	
	
	
	
	

	その他
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	



３　補助対象経費
金　　　　　　　円

４　補助金希望額
金　　　　　　　円

(注)
１　総事業費は、消費税及び地方消費税を含む額を記載すること。
２　補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額を記載すること。
３　補助対象外経費には、消費税及び地方消費税相当額のほか、補助対象とならない経費を含むこと。
４　補助金希望額は、補助対象経費に補助率を乗じた額の範囲内で記載すること。
５　補助対象経費は、採択後に県が別途定める実施要領に基づき、最終的に定まるものであること。
６　必要に応じて、補助対象外経費の内容が分かる資料を添付すること。


参考様式４

令和８年度すご味・すごモノ販路開拓共創補助金　連携体構成員一覧

１　連携体の概要
(1) 連携体代表者名
(2) 代表者職氏名
(3) 事業名

２　連携体構成員一覧
	区分
	名称
	所在地
	代表者
職氏名
	県内企業
該当
	主な役割
	E:N BASE
登録状況
	担当者
・連絡先

	[bookmark: _Hlk225429423]代表者
	
	
	
	有・無
	
	有・無
	

	構成員
	
	
	
	有・無
	
	有・無
	

	構成員
	
	
	
	有・無
	
	有・無
	

	構成員
	
	
	
	有・無
	
	有・無
	

	構成員
	
	
	
	有・無
	
	有・無
	



３　連携体の役割分担の概要
※各構成員が本事業において担う役割を体制図等で簡潔に記載してください。



(注)
１　代表者は愛媛県内に主たる事業所・製造拠点を有し、県産品を製造又は販売する事業者であること。
２　代表者を含む連携体の構成員は、補助金の交付決定までに、法人格を有する事業者にあっては、官民共創拠点「Ｅ:Ｎ ＢＡＳＥ」における共創パートナーとして、法人格を有しない事業者にあっては、同拠点「Ｅ:Ｎ ＢＡＳＥ」における会員として登録を受けること。





